
浜松市工事成績評定要領 

 

第１ 目的  

この要領は、浜松市が発注する工事（以下「工事」という。）の成績評定（以下｢評定｣

という。）に関し、必要な事項を定め、厳正かつ的確な評定の実施を図り、もって受注者

の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。  

第２ 評定等の対象工事  

評定を行う工事は、原則として契約金額（最終）が２５０万円以上の工事とする。  

２ 評定結果を通知及び公表する工事は、前項の工事のうち、契約金額（最終）が５００万

円以上の工事とする。  

第３ 評定者  

工事成績の評定者（以下｢評定者｣という。）は、浜松市契約規則（以下｢契約規則｣とい

う。）第３４条に定める監督職員（以下｢監督員｣という。）のうち担当監督員及び総括監督

員並びに契約規則第３５条に定める検査職員とする。  

第４ 評定の方法  

評定は、工事成績採点表（別記第１号様式）及び細目別評定点採点表（別記第２号様式）

によって行うものとする。  

２ 評定は、請負工事ごとに独立して行うものとする。  

第５ 評定の実施  

評定は、担当監督員と総括監督員にあっては監督を行った工事が完成したとき、検査職

員にあってはその工事の完成検査、指定部分完成検査および中間技術検査を行ったとき、

それぞれ行うものとする。  

第６ 評定結果の報告  

評定者は、完成検査において評定を行ったときには、速やかに工事成績採点表（別記第

１号様式）により工事完成検査報告書とともに、市長に報告するものとする。  

第７ 評定結果の通知  

市長は、第６の規定による報告があったときは、当該工事の受注者に対して、評定結果

を工事完成検査結果通知書（別記第３号様式）及び項目別評定点（別記第４号様式）によ

り通知するものとする。  

第８ 評定結果の修正  

第７の通知をした後、当該評定を修正する必要があると認められる場合は、評定者は評

定を修正し、市長に報告するものとする。  

２ 市長は、前項の規定による報告あったときは、遅滞なくその修正結果を工事完成検査結

果修正通知書（別記第５号様式）及び項目別評定点（別記第４号様式）により受注者に通

知するものとする。 

第９ 評定結果の公表  



公表する内容は、契約番号、工事名、業種名（建設業法（昭 24 年法律第 100 号）第 2

条第 1項別表に定める 29業種、水道管工事及び法面工事・落石防止工事をいう。）、受注

者名、完成検査日、評定点（工事完成検査結果通知書（別記第３号様式）又は工事完成検

査結果修正通知書（別記第５号様式）の評定点をいう。）とする。  

２ 公表方法は、検査担当課窓口での閲覧又は浜松市ホームページに掲載する方式とする。 

３ 評定結果の公表は、第７の通知が受注者へ到達した日から１５日以上経過した日から 4

カ月以内に行い、公表期間は公表した日の翌年度の末日までとする。 

ただし、受注者から評定結果についての説明請求がある工事については、説明が終了し

た日の翌日から４カ月以内に公表し、公表期間は公表した日の翌年度の末日までとする。 

第１０ その他  

この要領に定めるもののほか、評定の方法等について必要な事項は、別に定めるものと

する。  

 

附 則  

 この要領は、平成１９年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、平成２３年８月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、平成２４年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、平成２５年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、平成３１年４月１日から施行する。  

附 則  

 この要領は、令和 ６年２月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和７年４月１日から施行する。 
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別記第２号様式



別記第３号様式

号

工事完成検査結果通知書

浜松市長又は管理者名

 　下記工事の完成検査結果について通知します。

契 約 番 号

工 事 名

請 負 金 額

完  成  検  査  日

検 査 結 果

評 定 点

第 

　なお、評定結果に疑義があるときは、市長に対して、この通知が到達した日から１４日
（浜松市の休日を定める条例（平成元年浜松市条例第 76 号）第 1 条第１項に規定する
浜松市の休日の日数は、算入しない。）以内に書面により説明を求めることができます。
　また、通知書は再発行いたしません。

年　月　日

備 考

　点

                様



別記第４号様式

項　　　　　目 細　　　　　別

１．施工体制 Ⅰ．施工体制一般 ／ 3.3 点

Ⅱ．配置技術者 ／ 4.1 点

２．施工状況 Ⅰ．施工管理 ／ 13.0 点

Ⅱ．工程管理 ／ 8.1 点

Ⅲ．安全対策 ／ 8.8 点

Ⅳ．対外関係 ／ 3.7 点

３．出来形及び出来ばえ Ⅰ．出 来 形 ／ 14.9 点

Ⅱ．品　　質 ／ 17.4 点

Ⅲ．出来ばえ ／ 8.5 点

４．工事特性　（加点のみ） Ⅰ．施工条件等への対応 ／ 7.3 点

５．創意工夫　（加点のみ） Ⅰ．創意工夫 ／ 5.7 点

６．社会性等　（加点のみ） Ⅰ．地域への貢献等 ／ 5.2 点

７．法令遵守等（減点のみ） 点

　　評定点合計 ／ 100 点

項　目　別　評　定　点

契約番号   　　　　　号

評 定 点  ／  満    点

工　　事　　名



別記第５号様式

第 号

年　月　日

工事完成検査結果修正通知書

浜松市長又は管理者名

　

契 約 番 号

工 事 名

請 負 金 額

完 成 検 査 日

検 査 結 果

評 定 点 　点

備 考

　　年　月　日　　第　号で通知しました工事完成検査結果を修正したので
　通知します。

　　　　　　　　様


